
 

資料６－３ 

障害者権利擁護推進室分割後の事務事業について（変更点） 

 

 

次年度、障害福祉課が障害福祉事業課と障害者福祉推進課に分かれるにあたり、「障害者

虐待防止法」に基づく所掌事務が障害福祉事業課に、「障害のある人もない人も共に暮らしや

すい千葉県づくり条例」に係る所掌事務が障害者福祉推進課に分かれます。 

 

【相談対応】 

〇障害者に対する虐待が疑われる相談を受けた場合は、障害福祉事業課虐待防止対策班

につなぎ、障害福祉事業課虐待防止対策班が関係室・班、援護市、労働局等関係機関との連

絡調整等、必要な対応をします。 

障害者に対する障害を理由とした差別に係る相談を受けた場合は、障害者福祉推進課共生

社会推進室につなぎ、障害者福祉推進課共生社会推進室が広域専門指導員につなぐ等、必要

な対応をします。 

 

【相談専用電話の運用】 

○相談用回線の番号について、０４３－２２３－１０１９を千葉県障害者権利擁護センターと位

置づけ、障害福祉事業課で運用を行います。また、０４３－２２３－１０２０を条例相談専用電話

と位置づけ、障害者福祉推進課で運用を行います。 

 

【障害者虐待防止研修】 

○市町村職員や施設従事者向けの虐待対応に焦点化した研修は障害福祉事業課で行い、

一般県民や障害者を雇用する事業所向けの、合理的配慮の取り組みなども含めた権利擁護の

視点からの講演会は障害者福祉推進課が行います。 

 

【権利擁護専門部会】 

○両課共管とし、主管は障害者福祉推進課とします。 

 


